
 子どもの患者の権利 
 

１．子どもたちは、いつでもひとりの人
にん

間
げん

として大
たい

切
せつ

にされます。 

２．子どもたちは、どんな病気
びょうき

であっても、もっともよいと 考
かんが

えら

れる診療
しんりょう

を受
う

けることができます。 

３．子どもたちは、病気
びょうき

のことや病気
びょうき

を治
なお

していく方法
ほうほう

について、 

それぞれの年齢
ねんれい

や理解度
り か い ど

にあわせて、必要
ひつよう

で十分
じゅうぶん

な説明
せつめい

を 

受
う

けることができます。 

４．子どもたちは、病気
びょうき

のことや病気
びょうき

を治
なお

していく方法
ほうほう

について、

自分
じ ぶ ん

の考
かんが

えを病院
びょういん

の人
ひと

や家族
か ぞ く

に伝
つた

えることができます。 

５．子どもたちは、自分
じ ぶ ん

で自分
じ ぶ ん

の健康
けんこう

についての意思
い し

決定
けってい

ができ

ないとき，代
か

わって家族
か ぞ く

に決
き

めてもらうことができます。 

６．子どもたちは、不安
ふ あ ん

なことやわからないことがあるときは、

病院
びょういん

の人
ひと

やご家族
か ぞ く

に話
はな

したり聞いたりすることができます。 

７．子どもたちは、身体的
しんたいてき

、情緒的
じょうちょてき

、発達的
はったつてき

ニーズにこたえられる

スタッフによるケアを受
う

けることができます。 

８．子どもたちは、親
おや

または親
おや

に代
か

わる人
ひと

と一緒
いっしょ

に過
す

ごすことがで 

きます。 

９．子どもたちは、年齢
ねんれい

や症状
しょうじょう

にあわせて、遊
あそ

び、レクリエーショ

ンに参加
さ ん か

し、教育
きょういく

を受
う

けることができます。 

１０．子どもたちのプライバシーはいつでも守
まも

られます。 
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